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費などの税金の無駄遣いが世論に

批判されてきました。それを正す

ために、主務官庁制を廃止し、国

からの圧力を一切排除しようとい

うのが公益法人制度改革の最大の

ポイントです。

公益法人制度改革関連３法

１）一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律（法人法）

２）公益・社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律（認定

法）

３）一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（整備法）

新しい法律が施行された今、

JIAのような旧法による社団法人

は、法的には「特例民法法人」と

位置づけられ、2013年11月30日

までに新たな法人形態を選ぶか、

あるいは解散することが求められ

ています。その中身は次のように

なっています。

１）現行の公益法人は特例民法法人

とし、2008年12月１日の法律

完全施行日から5年以内（2013

年11月30日まで）に新制度に

移行する。

２）新制度で認定されるまで、特例

民法法人は 2013年11月30日

までは旧来の名称を使用し、従

来の主務官庁が監督する。

３）2013年11月30日までに公益性

の認定や移行許可を受けない場

合は、11月30日をもって解散

したものとみなす。

４）2013年11月30日までに申請し

ている法人は、認定または許可

などの処分がされるまでは特例

民法法人として存続する。

公益社団法人とは
一般社団法人と公益社団法人に

共通するのは、従来の社団法人と

同じようにどちらも「非営利」と

いうことです。かつ、公益社団法

人の場合は以下の条件を満たす必

要があります。

１）事業の目的は、不特定多数の者

の利益の実現を目的とする。（公

益目的23事業）

２）法人の認定は内閣総理大臣およ

び都道府県知事が行う。

３）有識者からなる合議制の委員会

が行政庁から諮問をうけ、公益

性を認定する。

４）公益認定の要件は、公益目的事

業支出が全支出の50％以上であ

ること。

　　公益目的事業　　　　 ≧50/100
公益目的事業＋収益事業＋管理費

このように、公益社団法人は公

益目的事業を行い、その公益目的

事業に掛る支出が全事業費の

50％越えていることを毎年、認

定委員会がチェックします。

公益目的事業とは次に示す23

の事業です。

公益目的23事業

１）学術及び科学技術の振興を目的

とする事業

２）文化及び芸術の振興を目的とす

る事業

３）障害者若しくは生活困窮者又は

事故、災害若しくは犯罪による

被害者の支援を目的とする事業

４）高齢者の福祉の増進を目的とす

る事業

５）勤労意欲のある者に対する就労

の支援を目的とする事業

６）公衆衛生の向上を目的とする事業

７）児童又は青少年の健全な育成を

目的とする事業

公益か、それとも一般か？と問

われても、恐らくほとんどのJIA

会員は戸惑うことでしょう。公益

社団法人と一般社団法人は具体的

に何が違うのか？二つの法人形態

以外に選択肢は無いのか？そもそ

も、なぜ今までのように社団法人

のままではいけないのか？今号で

は、それらについて考えたいと思

います。

建築家の団体が社団法人にな
ったのはいつか？
公益法人制度は、1896（明治

29）年の民法制定時に創設されま

したが、わが国では「公共」は「官」

が担うという考えがあり、公益法

人の設立も主務官庁の許可と指導

監督が必要とされました。欧米の

ように、公共の仕事の中で民間が

対応しきれないものを官が担うと

いう発想とは大きく異なります。

改正前の民法第34条（公益法人の設

立)

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その

他の公益に関する社団又は財団であ

って、営利を目的としないものは、

主務官庁の許可を得て、法人とする

ことができる。

建築家の団体が初めて社団法人

の許可を受けたのは、1928（昭和

3）年です。1914（大正3）年に辰野

金吾らが、わが国で初めて建築家

の職能団体である全国建築士会を

創立し、日本建築士会に改名した

後、社団法人日本建築士会として

公益法人の許可を得ました。

なぜ社団法人のままではいけ
ないのか？
2008年12月1日より公益法人

制度改革を目的とする法律「公益

法人制度改革関連３法」が施行さ

れました。旧来の公益法人は、国

や地方公務員の天下り先の温床と

なっていることや、補助金や委託
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一般社団法人とは
公益社団法人が「不特定多数の

者の利益＝公益」の実現に重点を

置いているのに比べ、一般社団法

人は非営利であれば公益でも共益

であっても事業の目的は問いませ

ん。一般社団法人の主な特色は次

のようになっています。

１）団体の公益性は問わず、登記だ

けで設立可能。

２）社員2名以上で設立可能で設立時

の財産保有規制は設けない。

３）原則課税のグループと原則非課

税グループに区分される。

公益社団法人に比べ一般社団法

人は認定機関の認定が必要なく、

毎年、認定基準をクリアーする必

要もありません。また、公益社団

法人と同様に一般社団法人も公益

目的事業については原則非課税で

す。

違いといえば、みなし寄付制度

と寄付してくれた相手の優遇措置

ぐらいなので、一見良いことずく

めのようです。しかし、執筆の時

点ではまだ新制度による公益社団

法人も一般社団法人も設立されて

いません。

従って、公益と一般のそのブラ

ンド力にどのような差があるか

は、現時点で誰も予測することが

できません。もし、JIAが一般社

団法人を選んだ場合、市民社会か

ら公益性がある団体として信用さ

れるかどうかは不明なのです。

新たな法人形態を決める前に

公益＝不特定多数のための利益
共益＝会員のための利益

会員の中には、社団法人は公益

法人なのだから、次の法人形態も

公益社団法人しかあり得ないとい

う意見があります。また、建築家

という職能はそもそも公益性があ

るから、共益のための事業もすべ

て公益事業だ、したがって公益社

団法人の認定は受けられるはずだ

という考えもあります。

そのような考え方に対し、

2000年5月31日に開かれた通常

総会において、北代禮一郎元会長

は異を唱えました。総会後に提出

された北代氏の論文の表題は

「JIAは建築家のための団体であ

る」とあり、JIAは「不特定多数

の利益のための事業を行うための

団体」ではない、と主張していま

す。しかし、その後公益法人制度

改革の中身は二転三転し、北代氏

が異を唱えた外部理事の導入要件

もその後無くなりました。また前

述の通り、「不特定多数の利益の

ための事業」＝公益目的23事業

の中身もはっきりしました。先ず

はそのことをしっかり認識し、議

論する必要があります。

1925（大正14）年、先述した

日本建築士会は「建築士法案」を

議会に提出しています。この法案

は、欧米のアーキテクト法のよう

な職能法を目指すものでした。も

し、そのとき建築家法が実現して

いたら、日本弁護士連合会や日本

公認会計士協会のように職能法に

基づく団体としてこの度の制度改

革とはまったく無関係でいたでし

ょう。

しかし、どうでしょうか、もし

かしたら旧来の主務官庁制による

社団法人よりも、認可という高い

ハードルがあるとはいえ登記だけ

で法人になれる現行の制度の方

が、先人たちが目指した職能法を

実現するチャンスかも知れませ

ん。その理由は、主務官庁の指導

監督によることなく、自らが目的

を定め事業を行うことができるか

らです。国による「公益法人」と

いうお墨付きは失いますが、本来

プロフェッションに必要な自主自

立した自由と責任を自らが定める

ことができる大きなチャンスでも

あります。もちろん、その時に必

要なのは、建築家に対する市民社

会の信頼と応援であることは言う

までもありません。なぜなら、全

てのプロフェッションがそうであ

るように、建築家という職能も社

会の信任があってこそ成り立つも

のだからです。

公益かそれとも一般かを議論す

る前に、社会の信任を得るために

必要な活動は何か？今、そのこと

が問われています。

８）勤労者の福祉の向上を目的とす

る事業

９）教育、スポーツ等を通じて国民

の心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養するこ

とを目的とする事業

10）犯罪の防止又は治安の維持を目

的とする事業

11）事故又は災害の防止を目的とす

る事業

12）人種、性別その他の事由による

不当な差別又は偏見の防止及び

根絶を目的とする事業

13）思想及び良心の自由、信教の自

由又は表現の自由の尊重又は擁

護を目的とする事業

14）男女共同参画社会の形成その他

のより良い社会の形成の推進を

目的とする事業

15）国際相互理解の促進及び開発途

上にある海外の地域に対する経

済協力を目的とする事業

16）地球環境の保全又は自然環境の

保護及び整備を目的とする事業

17）国土の利用、整備又は保全を目

的とする事業

18）国政の健全な運営の確保に資す

ることを目的とする事業

19）地域社会の健全な発展を目的と

する事業

20）公正かつ自由な経済活動の機会

の確保及び促進並びにその活性

化による国民生活の安定向上を

目的とする事業

21）国民生活に不可欠な物資、エネ

ルギー等の安定供給の確保を目

的とする事業

22）一般消費者の利益の擁護又は増

進を目的とする事業

23）前各号に掲げるもののほか、公

益に関する事業として政令で定

めるもの

果たして、JIAのこれまでの活

動は上述する公益目的23事業へ

の支出が全事業費の50％を越え

ているかどうかを精査する必要が

あります。もし、公益社団法人に

なった後で認定の取消しや解散し

たときは、保有している財産を他

の公益法人や国・自治体に贈与し

なくてはいけません。


